
竺塑塑竺竺哩竺空fjj I 
[税制の抜本的見直しについての答申(抄) 昭和� 61年10月 税制調査会]

この際、給与所得控除の性格を明らかにする灘留から、現行の給与所得控除後、以下に述べるようにf勤務費用の概算控除jと「他

の所得との負担識撃のための特別控除j に分け、その遡湾関係の整理を行うとともに、その上で、� f勤務資F警の概算控除j について、

滋択により現実に勤務に喜きした費用の控除ができるようにし、給与所得者にもの会納税の途を拓くこととしてはどうかと考える。� 

CD 給与所得控重量の性格の号車礎化� 

f勤務費用の機鋒援隊jは、給与所得者が、勤務ないし尊重務の遂行のために支出する費用を機事家約に控除するものである。

(省絡)

他方、「他の所得との魚叡調轄のための特別機除|は、端的には給与所得の犯税カが弱いこどに対する配慮である。いわゆる

サラリーマンは、主事ら身一つで、使用者の指揮命令に服して役務提供在行うことから、失業などの不安定性ほか、空間的・時間

的な拘束や居住地選択の制限等他のfM与にはみられない有形、無形の負担な余儀なくされていることは号否定できず、しかも、そ

の対価としてその役務の提供による成果の却何にかかわりなくあらかじめま認められた定額の給与の支給安受けるにどどまると

いった事情に対してしん約を加えるものである。

給与所得控徐を� f勤務蓄をmの緩算控除j と� f伎の庁蒲との負担務撃のための特別控除jに分ける場合、具体的にどのように分

けるかについては、必ずしも客観的な基準があるわけではなく、給与所得控総の各々二分の一報当額ぜをもって概算控除務分と特

別控除部分とすることが淡当であろう。

【わが関税制の現状と課題…21世紀に向けた国民の参加と選択一(抄) 平成� 12年γ月 税制調査会]

これまで見てきたように、給与所得者は社会の典型的な就業形態となっていること、藤用形態の多様化などが進み、被用者として

のサラリーマン特有の慕情にも変化が見られること、多摩い水準の給与所得授験は理読書長選択など就業に対するや立伎を損なうおそれ

があるとも考えられること、主善悪E認の概算控除の水準はわが潟に比較して低いことなどを踏まえると、給与所得者に対して� f伎の所

得との長亀裂議著書� jといった一主主の箆療をおえる必要性があるとしても、その必婆伎は簿れてきているど要旨えられます。

したがって給与所得控除については、今後、勤務費用の概算緩徐としての性絡なより重視する方向で、そのあり方について検討を主

行ってい〈必要があるど若手えます。

(省略)

なお、問族会社の役員に対する報酬等について給与所得控除が認められていますが、一般の被用者とは相当に事情が異なるにもか

かわらず、被用者に対する「他の所得との負担設整jの校絡を含んだ給与所得控除の減用を認めるのは適当ではないとの指摘があり
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翌竺竺主主竺竺竺」  
O 株式会社の役員とー毅従業員とでは、会社における法的地金、絵与の決定方法が異なっている。

株式会社の役員

【取締役、会計参与、監査役、執行役】
一般従業員

契約形態
義母奨約

〈畏法 643条、会社法  330条、 402条〉

雇罵契約

〈民法 623条)

使用者 、 労働者  
~ 

事業主XI主事業の経営担当者その他その事業の労働議労働器準法
iこ関する家項について、事喜壊家のために行為安ずるず 〈労協議講義まま9条〉

ょの扱い  
べての者〈労働基準法 10霊長〉

報醗・給与の

決定方法

定款でま定めるか、株主総会の決議で定める(注)

(会社法 361条、 379条、 387条)

ョ株主総会の議題i立、取締役会1:決定 Eれる。

膏総会て?決議する場合iこは、取憲章役への幸華麗4の総額を緩め

ることが…義量産き〈各取締役への底分は取締役会に豊島ねら

れるλ
〈注〉委員会設置会社では、株主総会の決議によらヂ、卒襲

断書毒険会で取締役・執行役の個人別の報酬等の内宅建

後決定する(会社法 409条〉。

自以オ上保主有ナ主し及、百の潟室長総係者がさま式を 90%び労そ務
iこ袋署葬"9る役員の途半数をお!

めている弱族会社の;tーナ…

労働条件として、就業規則により決定

(労働基準法 89条)
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「給与所得」とは� l 

O 半IH91J1こよれば、給与所得leL勤労性所得(人的役務からの所簿)のうち、雇嬢罷傑またはそ
れに類する調係において使用者の指揮・命令のもとiこ提供される労務む対価を広く含むもの。
非独立的労働主主いし従鶏的労儲の対側とも観念されている。

コ こうした李IJ部!こ照らすと、役員給与は、その法的な地位や勤務の実態からみて、一般謎業員
。の給与とI!，格議iこ性格が異なるものと場えられる。� 

O 給与摂得とは、「捧給、給料、震金、綾費及び覧与並びにこれらの性質を宥する給与に係

る新樽J(所法第 28条〉をいう。� 

O 具体的には、「麗鵠興約又iまこれに鎖する原因に基づき使用者の指撞命令iこ服して提供し

た労務の対鑑として龍男者から受ける給付をいう。なお、給与芸者得について誌、とりわけ、

給与支鉛者との関係において何らかお盟問的、時期的な持束を受lt、継続的立いし断続的!こ

労務又i主役務の援執がありーその対鑓として支絵されるものであるかどうかが重視されなけ

ればならないJ(最高裁昭和問年4月24器科決)とされている。
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平均給与額の推移〈平成元年-)

O 給与所得者全体の王子均給与額let，平成9年の467万需をどークに減少し、平成20年は430万再。
Q これに対し、会社役員の平均給与は、会社の業績等むよる変動はあるが、総じて増加傾向。� 
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〈犠考)関税庁f渓間給与突発義務室I:Jの1ま容をi議じて勤務した役長誌のデータによるe 
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i 特掠支詑同族会社〈いわゆる一人オーナー会社〉の役員論都の損金本算入制度の擁止� 

【改正前の斜度の額要]

新会社法における一人会社の全面的解緩や最低資本金銭完封の撤廃等を背景として、億人卒業主との負担の公平性を確保サる緩点から、

いわゆる一人オーナー会社において発生する� F経費(オーナー給与に係る給与所得授除穏当額〕の二議授除Jを是正する繕置。

-遊撃主茎:オーナー及びその湾族関係者が株式の 90%以上を保有し、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社

・謹墨建設:基準所得金額(法人所得十オーナーの絵与)が1.� 600万円(19年度改正で� 800万円から引上げ〉以下の法人


基準所得金額が1.600万内務� 3.000万円以下で、オーナー給与の割合が� 50%以下の法人


〔才一ナ…企業} [髄人事業主]

法人段蕗 顔人段階 トータル

ス

税

一
端
刊
の
ベ

所

鰍

の課税ペース

[参考]給与所得惚徐の額

オーナー給与 給与所得
の綴 綬除喜重� 

1，0007J円 220万円� 

1，500万円� 

2，000万内� 

3，000万内� 

5，000万円� 

H意向� 
」

245万円� 

270万内� 

3207J将 

420万円� 

670万円
[，著書青春]平夜豆言存分自活関給与実態務蚕によるとi給与
所得者の平均給与は430万円〈収入金豪華ベース)
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特殊支配問族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度の適用状況帯� | 

O 本制度により納税額が増加した法人数等 	 O 適用会社におけるオーナー給与の水準

年
度

適用除外装講義
(基準所得金綴} 

法人数 税綴

20 1，600方向�  8.3JJ社� 602慾汚� 

19 1，600万円 ゑ3万主主� 672i窓内

{綴考)平成1君、主企今後~の話会主主穣本書号室豪語撃のデ一空を基iこした争監督f

滋F籍法人議長 オーナー給与
平均額

オーナ…給与
選受芸蓄綴� 

年度� 1事 2告� 1君� 20 

黒字法人 乳3万主主 8，37宝章土� 2，048方向� 1，937方向� 3長室8，200nF'l 4J機600万病� 

赤字法人� 2.8フラ幸土 2.7::5後 1，92S::5F'l• 2，059万円� 3然自，OOOnF'l2f鷺1，600湾問� 

全 体� 12，0万数 11.0フ苦手土� 2，020万円� 1，968万円

{去最人数} 

25.000 

(参考)制度導入時の殺意十	 【平成19年度分】 オーナー給与が1，500万円践のおま人数

高嘉李嘉ヌコ� 
22，654 約70万本土(全法人の約600;6) 

i趨悶除外装諸島 法人数 税額

制度導入時� 
8007宮内� 5-6万宇土� 29日{意向

(18年度)の縫計

要件緩和終� 
(19年度〕の緩ま十� 1，600JJ問� 2-3万社� 160J葱汚� 

i昌宏1:: 3草ま毒しづたくサ縫ン針メj
11.-言語

査実に� 
後� 

19年3Jl決算法メ 11.7万社 

20年3月決算法メ� 1，600::5内 5.6万社	

，� 

1・赤字法人� i 
20，0曲� 

15;税措� 

10闘G

民自由自

{参考デー何
本調査(平成� 19年度分)1こ制する適用対象法人のオーナ…総与

のt:t位数 ユ豆笠♀五島� 
Q 鵠o五丹 念由主再-1.器包方向� -1，5槌諮問時急仮総nP害時� 3，0鵠克丹_5，0部nf宅-1，0鵠芳丹ω ヲ鷺丹重量

鋭l'� 1~OOñ丹 1，5母方陣 2，0拍諮問� 3，0鵠苫舟� 5，0<臨克F号、� 7且'"万円 を韓再
オーナー憲章華

{鎌考)!fl或19年度分の会役線本語議後寄事のデータを義iこした推計
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主旦豆笠旦呈笠主竺� I
 
O 退職所得は、長年の勤務に対する懇親報償的強与であって、絵与の…部の一括後払いの性質を有する。� 

O それが一時にまとめて支結されること、退職後の生活の原資であり姐税力が抵いと考えられること等iこ

鑑み、累進税率の遠患を緩和する措置がとられている。

。般の所存と草分して次により分離課税

〈収入金韻…退盤監護盤艶盤)Xl/2=退職所得の金額

勤続年数初年liI:で� 1年につき40ii内
勤続年数20匁超� 1年につき70方向

-退職斯得の金額× =所得税額
課税所得金毅 税務�  

195方向以下� 5% 
330ii円以下� 

695万円以下� 
10% 
20% 

900万円以下 23% 
万円以下8001， 33% 
万円超8001， 40% 

{部)勤続年数30年の場合 退車量一持金� 2.000iiFl 

退職所得控諜額� 1.500芳丹� 退毅所得の金額� 

[ 40万円� X20年十�  70万円X(30年一20年)� J 
250万円

新響税額� 

15.3万円

500万円Xl/2 
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退職所得に関する指描

{わが箆税務の現状と課題-21役紀に向けた国民の参加と選択一(抄) 平成� 12年7 F1 税蜘i総資会〕

送機長訟は、一般に、長期間にわたる勤務の対僚の後払いとしての性絡とともに、返織後の生活の原資に充てられる性格を脅してい

ます。

(後略)

現行の退職所得課税の仕組みは、勤務空手数が長いほど厚く支給dれる退職金支給形態を反映したものとなっているこどから、退織

金の支給形態の変化などを踏まえると、今後も長期勤続の場合会特に優遇していくことが適当かどうか検討する必要があると考えら

れます。

他方、現行の返殺所得諜税を前線2こした税引後i反入が者後の生活設計に織り込まれているという爽緩や、企業における給与体系の

変更には跨関を委することを考慮する必要警があるとの意見がありました。

なお、近時、短期間のみ在職することが当初から予定されている役員などに対して、給与支給を通常より少なくして、そのう昔、退

織金殺予浮く支給するといったことが行われているとの指摘があり、この動きに対しては適切な対応が必要であると考えます。� 

E抜本的な税制殺事に向けた基本的考え方〈抄) 乎成 19年 11月 税務IJ務遊会]

近年、就業者憲途や雇用形態が変イとするとや、退職金の支給に代えて複数やの給与の引上げや返事義匁ぎをの支給を行うなど、� i設尊議会委撃の

支給形慾が多様化している。また、給与の受取りを繰り延べて議綴な送車護金毛主受け取ることにより、税負担を回避するといった議例

もある。

このような状況を踏まえれば、退織金繰税については、現行の勤続初年そ境に� 1年当たりの授除額が急増する仕組みゃ勤務年数が

守� l 短期間でも退職金に係る所得の� 2分の� lにしか課税されないという仕組みそ見直し、全体として多様な就労選択に中立的な制皮とす� i 

¥ ることが求められている。� I 
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3.成年扶養控除について


[平成 22年度税車i改正大鰐〈抄)(平成 21年� 12 F.l22詩摺議決定)]� 

23設から� 69歳までの成年を控徐対象とする扶聾控除についても、(中略)就労している人と就労していない人と
の公平の観点からも検討を行ってきましたが、さらに議論を灘めて幅広い国民的な合意を得ながら、今後、その見

直しに取り組むこととします。
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成年後控除対象とする扶養控除の概袈� l 

O 控議対象者� 23綾から69裁までの訣養毅接� 
C 詮議額�  387.1問

63方向� 

58万円�  58J.ifIl 

48万内� 

特定扶養控除� 

老人扶養控除

48J.i伺

38J.i円

扶養般除

(年少)


()i)対室長後放棄襲還を数i誌、平成22年度予纂ベースである。� 

22



主要昌における或年の扶聾親族が対象となりうる税制上の配意措置〈未定縞)� 
(2010苦手Hl渓在〉

護隊富山一割� 

通局護符一

アメリカ

[人的役除]

3，650ド)l，.[34万円]

{語号線控除)

。以下の念ての喜善件を満

た寸F毒殺・子・� Eま系E草薦書事
- 被主主餐考の総所得が� 

3，650ドル� (34 7iFD 
五経滋
扶養者会f被談議長者の

生計の半分認後支援

。以下の全ての要件後潜

たす予・直系接手属毒事� 

開撃がい者であるよこと� 

狭義考と半年紹同居� 

扶養者が後生来革審者の

主主訟の半分綴を支緩

イギリス ドイツ フフンス

j 【児滋控除]� 

一
一

なし

-r7，008ユーロ� [81万円]

(所得後徐) . 

。韓撃がい者である子又� 

lま孫〈主主宮〉

[N分� N乗]

!家主義隊数量奪 F警によ

• g~経質的な俊除 
3)主主

0障がい者である

子

0挨養老と� 1恒常的

iこ閑居している嫁

がい者

【成人したそf-Iこ係る

狭義料投除]

最の大概算3，控09 873 徐ユ及ーびロ重[量3綴控� 

〈所得控除)(注 ω

7丹除; 

そ子

。障がい者である子

主事縫� 

。十分な資力がない毒事緩

※明書爽撃重が量役!(o要除にi注文払った主主重量斜母統 I

※緩算被験を受けるためには以下の|
事耳件量殺たす!(o要

-尊属可?高ること

-主主望書殺と同居していること

-鰍護者合引 25.59ユーロ� [9問

。以下の全ての纂件後満 。以下の全ての護憲{牛を 。以下の全ての要
たすそ子・直系� E草濡等 満たすそ子又iま孫{注� 2) 李主を主義たす子

- 主題幸語教事事機関� iこ通っ� - 学生又iま事農業訓練 - 学生� 
毒事を受け1:いるこていること 25歳未満� 

1::: ー� 24歳未満 
  
- 扶護者と半年総雨緩 
  25歳未満

扶還義者がも農主主義務の もま扶養護まのま事JlJ(が� j

万(92-0ニエ004，8主主雪十の半分量還を� 3主主義� 
円〉以下

?ぞ品… 「 …一一二一  -…務~l量浮きさとーどち-らか…省Jj

なカのみ潟� F言

内]的所得斜線老議たすこと〈注7)

す子

- 童手主主
25蓄量ヨ軽減

。以下(J)全ての事事件後満た

※幾重量控除には支払った扶筆料のまま
 
有毒事撃が必要

※概算控織をき是lするためにはよ総母

ほかに以下の聖書件牽言語たす必要

'扶養者と閑居していること 

iN十分分草N がないことし� 案資乗力を
議択している議

…合iこは認められない� 

n主j) 語話会表{辰二日本に認すi己主主年費総除対象とす語扶養滋織の適用のある� 23重量から四歳まで母者密告書定している.
〈主主主〉 孫については、納税者と生訴を…� iこしていること合得格� iこ滋えられる. 、
〈3主3) フランスでは訴得務者計算する際、家主主母所得者合算して家族機数〈紛で践し、それに躍進税串を遊感して家族絵数� (N) 1島たきJ母高号機税額者掠総した後、終ぴ� N世幾ずることによって、税績を事事泌す� 

il>N分N量産労式を採F話している。例えば炎織で挨務総集が� 1人的犠合時訟法操教� lま2.5、2人的場金田蔵官長除数1正3を?島日、以下扶養童書篠が� 2人増えるごとに家主主検量生が� 1ずつ機加する� m

〈主主� 4) 獄事草控除決ぴ実額放除を合わせた控採上限1ま5，753ユ叩ロ� [667宮内J.綬算鐙重量母綴� I;J:，年倒的総選毘重量 1:応じて紫齢する。ただし、扶幾料Iま紙3革製終及びE量級錦絵が露軍諮られた事費者上限として、子押収入と
して考殺され吾。

〈注� 5) こ母般に、訣義重量務申立い� 75持J;<上時春に� Mして現物支給による主主畿を行った蟻合、そ母総費を最大で� 3，309ニ1-0[36万円l控除することがで者る.
(注 6) 実磁波除!こ上限はない，� 
G主7) 被官貴重E者が� 75綾以上で島る場合� iま8，3日9.27ユー� 0[967if守1母所得制限を量権なす必要がある.
〈鎗場} 邦鎌換算レート� l立、 1 ~)1-=92丹、 1 ユー口 =115 内〈基準:~~盟為替相場2>tぴ裁定外関為替相場:乎或 22 委事住民口事) 5月における実勢相場申乎均緩L 
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扶養者の

成年主主議長俊除適用者の状況〈合計所得階級別隔年代別)
〈総務省サンプル調釜ベース〉 未定稿

2 

成年扶養捜除の被扶婆者[;;1:20代、� 30代で約� 6割を占めている。
所得が高い人に扶養されている成年の多くは、� 20代から� 30代の比較的表い世代。
所得が低い人に扶養されている成年は、� 40代以上のや高年が多く、また、建害者の製会も高い
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 〈控除適用部会}
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〈主主りま草委著者サンプル綴3をく章常1欝T (う"!54i1言iま政令指定事事務))による。
〈注� 2)宮市1璽T(1)人� cl波書!tl草、� 30告万人警護J緩� (2市〉、� 150万人懇話置く芝方}‘数十万人総量定� (5京〉、数万人程度。詰n。
〈注� 3)上段(� )Iまその露骨事事緩総会俸の人員iこ占める割合、下段[内� ]Iまその務簿語審級会俸の人員� 1::占める驚喜害者室聖書撃の滋織を併せて習をけている者の割合を示す。
〈注 4) 障害者の ~J舎は、総務翁サンブ)L.言語蓋のうち簿害者iこ係るデ一宇が入学で砦た宮市のヂー$'(こ基づく分布割合，

合計所得

(時完封


(腎腎)


〔間切合〕


作ぎ予想句
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4“配偶者控除iこついて


[平成 22年度読制改正大鱗〈抄)(平成 21年 12fj 22 B麗議決定)]

震と{高者捜除について誌、その考え方帯iこついて広く意見を聴取しつつ整理を行った上で、今後、その見直し lこ取
り組むこととします。
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護e11畏者捜掠・詑{爵者韓完IJ窪強制度の仕議み〈詑{爵者が捻与所得者の場合)

納税者の控除額
(単位万円)

配偶者
特別控除�  

103万汚 14177 Fl 
国〆、 ノ、-

速湾者数章ちし� 33077人 約100万人� 

く現行の配偶者特別控除制度の仕組み〉

。現行の配偶者特別控除1<1:、配偶者の給与収入が10377内を
超え、 141万円までの場合iこ滋Jll~され、収入 iこ応じて控除
額が滋滅する仕組みe これにより、手耳誌の滋率五若葉重量が鯵3露。

。手芸誌りの逆転褒象の発事滋O)Ai事事毒
(j)夫の絵与q支入1.000方� F号と電器の給与"室入1007宮内の鐙績と
②炎0)給与i侵入1.000万符と牽0)毒量点事i俊入� 1057宮内O)t堂守替の
上主絞

く配偶者特別控除がない場合〉
①のt世帯の手取額:987万円{税主主主主護軍11377内)
②の世帯の手取額:981万円(税負t控室買12477内)

功� t世帯収入が5方向増えたにも関わらず正正取泊<677内減少。

く配偶者特別控除がある場合〉
①の世帯替の手取額:987万円{税負授緩113万門)
@の後手替の手取重要:991万円{税負鐙童書11477門)

コホt隆裕収入が5万円増えたことにより王手取が477開会話鎖。

〈畿耳管〉遜濁者数l主、平成22年度予算ベース"c'あり、事会与所得者以外の人も含めた数である.
給与所得者の適湾者数iま、� E銭者擦重量:約90375入、総偶者特別主主除:約68万人{毘説庁「民際給与の実態(事総20節分)j(年来線量産を行った1年を遜じて艶務した給与所得者{納税者))。 26



給与措級別の配偶者控除適用割合� l 

70，0誌� p 

G 配偶者援黙の適用製会は、給与収入が高いほど、連用説会Iel:渇くなる。ただし、給与収入1000芳
円程度で頭打ちとなる傾向が見られる。� 
→ 一定以上の高所得者であれば、配偶者が働かなく� tこも十分な生活水準を維持することができ、
生活費を補完するために配偶者が働く必要がなくなるため、世帯主の収入の配偶者の就労蔀合へ
の影響lel:少なくなるのではないか。 

60，01¥ 

61 ， 2~ 

卸句。発� 

40ゐ0% 

30部� 

20，0兎ト� 

10繍� 

G部

{ゑ怠完

~問。万円 -200芳内� -300万円� -400万狗� ω500方向� -600万pl 句� 7007.1，司 ~鵠き万F寺 町� 900Jヲ鰐 叫� 1.0007玉Fヰ� ......1.500芳湾 -2，侠lO7.1Fヰ

〈備考)� I税務統計から5もた民間給与の実態J (平成20生存分}による。

(注) I年末調殺を行った� 1年を通じて勤務した給与所得者」の総数に対する配偶者俊除の適用者の割合である。
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